
平
成
二
十
年
一
月
七
日
提
出

質
問
第
三
七
七
号

福
田
内
閣
の
「
年
金
記
録
問
題
」
解
決
へ
の
具
体
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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福
田
内
閣
の
「
年
金
記
録
問
題
」
解
決
へ
の
具
体
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

福
田
総
理
は
新
春
に
あ
た
っ
て
、
懸
案
の
年
金
記
録
問
題
に
ふ
れ
て
「
こ
う
し
た
問
題
の
多
い
年
金
制
度
を
根
本
か
ら
見
直

し
、
受
給
者
や
加
入
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
れ
以
上
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
に
確
実
な
制
度
に
改
め
る
」
と
決
意
の
ほ
ど
を
示

し
た
。
昨
年
末
に
は
「
公
約
違
反
と
い
う
ほ
ど
大
げ
さ
な
も
の
か
」
と
発
言
し
、
批
判
を
受
け
る
や
「
公
約
か
ど
う
か
さ
っ
と

思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
」
と
釈
明
し
て
、
内
閣
支
持
率
が
大
き
く
下
が
っ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
年
頭
の
福
田
総
理
の
決
意

の
ほ
ど
を
証
明
す
る
た
め
に
も
、
年
金
記
録
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
に
誠
実
か
つ
正
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一

昨
年
十
二
月
に
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
株
式
会
社
ワ
ン
ビ
シ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
以
下
「
ワ
ン
ビ
シ
・
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
」
と
略
す
。
）
の
倉
庫
を
視
察
し
、
社
会
保
険
庁
・
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
推
測
値
で
あ
る
「
千
三
百
六
十
五
万

件
」
の
旧
台
帳
の
保
管
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
一
見
す
る
と
整
然
と
陳
列
し
て
あ
る
旧
台
帳
は
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と

番
号
順
に
並
ん
で
い
る
わ
け
で
な
く
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
並
べ
方
を
し
て
い
る
の
か
」
と
与
野
党
議
員
か
ら
も
疑
問
の
声
が

あ
が
っ
た
。

厚
生
年
金
保
険
法
二
十
八
条
で
保
存
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
険
庁
長
官
も
「
旧
台
帳
の
保

管
数
は
千
三
百
六
十
五
万
件
で
す
」
と
断
言
出
来
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
視
察
を
終
え
て
、
保
管
状
況
の
確
認
が
出
来

一



た
と
い
う
よ
り
は
「
疑
問
が
ふ
く
ら
ん
だ
」
と
い
う
の
が
共
通
の
感
想
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
ま
ず
、
倉
庫
の
状
況
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
確
認
し
た
い
。

平
成
九
年
に
ワ
ン
ビ
シ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
契
約
し
て
旧
台
帳
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
、
こ
の
台
帳
は
東
京
都
田
無
市
に

あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
倉
庫
は
民
間
業
者
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。
業
者
名
と
契
約
期
間
、
年
間
契
約
料
金
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
が
預
け
て
い
た
の
は
旧
台
帳
以
外
に
何
だ
っ
た
の
か
。
策
出
方
法
は
ど
う

だ
っ
た
の
か
。

二

東
京
都
田
無
市
の
倉
庫
に
搬
入
さ
れ
る
ま
で
の
旧
台
帳
の
保
管
場
所
の
変
遷
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
一
の
質
問
同
様

に
、
旧
台
帳
以
外
に
預
け
て
い
た
の
は
何
か
。
策
出
方
法
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

私
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
各
県
別
に
旧
台
帳
の
中
央
統
合
時
の
分
類
区
分
「
現
存
台
帳
」
「
再
取
得
台
帳
」
「
五
十
番
台

帳
」
「
一
般
喪
失
台
帳
（
使
用
度
の
低
い
台
帳
）
」
「
一
般
喪
失
台
帳
（
そ
の
他
の
台
帳
）
」
の
五
つ
に
分
類
さ
れ
た
も
の

の
う
ち
、
「
五
十
番
台
帳
」
を
除
く
四
つ
の
区
分
に
従
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
旧
台
帳
保
存
倉
庫
に
お
け
る
四
つ
の
区
分

を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

民
間
倉
庫
の
ス
ペ
ー
ス
を
借
り
て
全
国
の
社
会
保
険
事
務
局
か
ら
出
張
し
て
「
旧
台
帳
」
を
探
し
て
い
る
作
業
現
場
に

二



は
、
主
な
旧
台
帳
収
容
箱
以
外
に
「
別
人
台
帳
・
事
故
台
帳
」
「
五
十
番
台
帳
」
「
い
っ
た
ん
抜
い
て
戻
し
て
い
な
い
台

帳
」
が
置
い
て
あ
り
、
こ
の
す
べ
て
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
何
件
の
台
帳
を
保
管
し
て
い
る
の

か
。

四

年
末
ぎ
り
ぎ
り
の
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
「
五
千
万
件
」
の
名
寄
せ
の
た
め
に
、
全
国
三
十
ヶ
所
の
社
会
保
険
事
務
局
の

職
員
が
近
く
に
泊
ま
り
が
け
で
、
旧
台
帳
を
探
し
当
て
る
作
業
を
重
ね
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
ず
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン

タ
ー
は
ワ
ン
ビ
シ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
対
し
て
、
こ
の
作
業
の
た
め
に
旧
台
帳
を
日
常
保
管
し
て
い
る
「
八
十
坪
」
の
ス

ペ
ー
ス
以
外
の
別
の
場
所
を
確
保
し
た
と
説
明
を
受
け
た
が
、
新
た
に
賃
貸
契
約
を
取
り
交
わ
し
た
の
か
。
そ
の
賃
料
・
人

件
費
・
手
数
料
な
ど
は
い
く
ら
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
契
約
期
間
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
日
数
な
の
か
。

五

年
金
を
め
ぐ
る
国
会
論
戦
で
は
「
旧
台
帳
が
た
と
え
紛
失
し
て
い
て
も
、
各
県
の
社
会
保
険
事
務
局
に
あ
る
名
簿
な
ど
を

参
照
す
る
こ
と
で
、
受
給
者
の
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
ワ
ン

ビ
シ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
わ
ざ
わ
ざ
三
十
ヶ
所
の
社
会
保
険
事
務
局
が
出
張
し
て
「
台
帳
探
し
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
従
来
の
答
弁
と
の
整
合
性
に
欠
け
る
と
感
じ
る
が
、
な
ぜ
倉
庫
の
現
場
で
の
作
業
が
必
要
に
な
る
の
か
合
理
的
な
説

明
を
し
て
ほ
し
い
。

三



六

倉
庫
に
出
張
し
て
作
業
し
て
い
る
社
会
保
険
事
務
局
の
職
員
は
、
一
日
で
何
件
ぐ
ら
い
の
記
録
の
「
存
否
」
を
確
認
し
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
倉
庫
で
の
確
認
作
業
で
「
氏
名
」
を
割
り
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
何
件
に
な
る
の
か
。
確
認

出
来
る
範
囲
で
答
え
ら
れ
た
い
。

七

倉
庫
へ
の
宿
泊
・
出
張
旅
費
を
支
払
う
の
は
年
金
財
源
の
事
務
費
か
ら
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
実
費
及
び
手
当
て
は
、
一
日

平
均
、
い
く
ら
の
支
払
い
に
な
る
の
か
。

八

「
五
百
二
十
四
万
件
」
の
台
帳
調
べ
は
終
了
し
た
の
か
。
ま
た
、
五
千
万
件
の
中
で
、
九
百
五
十
四
万
件
と
言
わ
れ
る
基

礎
年
金
番
号
へ
の
統
合
困
難
な
記
録
の
調
査
の
た
め
に
、
改
め
て
社
会
保
険
事
務
局
職
員
の
宿
泊
・
出
張
体
制
を
と
る
必
要

は
あ
る
の
か
。
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
も
示
さ
れ
た
い
。
な
い
場
合
、
旧
台
帳
を
照
合
し
な
く
て
い
い
理
由
を
示
さ
れ
た

い
。

九

現
状
の
旧
台
帳
の
保
存
状
態
は
改
善
が
必
要
で
あ
り
、
最
低
限
「
年
金
手
帳
番
号
順
」
に
並
べ
替
え
る
こ
と
。
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
な
ど
で
紙
台
帳
を
複
写
し
、
年
金
手
帳
番
号
と
整
理
番
号
を
登
録
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
ソ
ー
ト
し
直
す

こ
と
が
早
道
に
な
ら
な
い
か
。
大
量
の
職
員
を
出
張
・
宿
泊
さ
せ
、
手
作
業
で
非
効
率
な
作
業
を
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
費
用
や
時
間
の
面
で
も
、
優
先
順
位
を
あ
げ
て
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
旧
台
帳
が
い
く
つ
あ
る
の
か
も

四



社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
は
八
月
か
ら
「
確
認
中
」
の
ま
ま
、
実
は
い
っ
こ
う
に
そ
の
確
認
す
ら
さ
れ
な
い
。
私
の
提
案
の

よ
う
に
整
理
す
れ
ば
、
自
動
的
に
保
管
枚
数
も
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
見
解
を
問
う
。

十

平
成
十
九
年
十
月
総
務
省
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
の
『
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
報
告
書
』
（
以
下
『
報
告
書
』

と
略
す
。
）
の
『
年
金
記
録
シ
ス
テ
ム
の
調
査
結
果
』
に
よ
る
と
、
厚
生
年
金
被
保
険
者
記
録
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
か

ら
厚
生
省
保
健
局
年
金
業
務
室
（
当
時
）
に
お
い
て
従
来
の
紙
台
帳
方
式
か
ら
パ
ン
チ
カ
ー
ド
方
式
に
変
更
さ
れ
た
。
「
進

達
記
録
票
」
を
入
力
す
る
方
式
は
昭
和
三
十
七
年
ま
で
続
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
時
期
の
入
力
の
元
と
な
っ
た
「
進

達
記
録
票
」
は
ど
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
数
は
何
件
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
昭
和
三
十
二
年
か
ら
三
十
七
年
ま

で
の
紙
台
帳
は
存
在
す
る
の
か
。
そ
の
件
数
は
何
件
で
、
そ
れ
ら
の
記
録
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

十
一

昭
和
三
十
七
年
、
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部
業
務
課
に
お
い
て
次
に
パ
ン
チ
カ
ー
ド
方
式
は
磁
気
テ
ー
プ
に
よ
る
管
理

に
移
行
す
る
。
当
時
の
入
力
の
元
と
な
っ
た
の
は
「
進
達
記
録
票
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
進
達
記
録
票
」
は
保
存
さ

れ
て
い
る
の
か
。
昭
和
三
十
七
年
か
ら
い
つ
ま
で
の
間
、
紙
テ
ー
プ
を
さ
ん
孔
す
る
こ
の
方
式
が
継
続
し
て
い
た
の
か
。
そ

の
間
、
入
力
の
元
と
な
っ
た
原
票
の
件
数
は
何
件
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
現
在
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

十
二

『
報
告
書
』
の
「
年
金
記
録
の
保
管
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
」
（
三
百
四
十
九
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

五



ル
ム
化
し
た
厚
生
年
金
喪
失
台
帳
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
時
点
で
千
四
百
三
十
万
件
）
及
び
紙
媒
体
の
一
部
並
び
に
磁
気

テ
ー
プ
化
し
た
元
の
紙
媒
体
を
保
管
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
「
紙
媒
体
の
一
部
」
と
は
、
別
人
台
帳
・
事
故
台
帳
の
こ
と

か
。

十
三

『
報
告
書
』
三
百
四
十
九
ぺ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
な
か
っ
た
そ
の
他
の
者
の
厚
生
年
金
喪
失

台
帳
は
昭
和
四
十
四
年
か
ら
五
十
二
年
に
か
け
て
磁
気
テ
ー
プ
化
し
」
と
あ
る
。
旧
台
帳
の
保
有
状
況
と
し
て
社
会
保
険
庁

が
発
表
し
て
い
る
「
一
般
喪
失
台
帳
」
の
「
そ
の
他
の
者
の
台
帳
」
は
、
「
三
百
五
十
六
万
件
」
で
あ
り
紙
台
帳
と
し
て
倉

庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
済
と
し
て
千
七
百
五
十
四
万
件
の
う
ち
社
会
保
険
庁
が
説
明
す

る
「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
も
し
た
し
、
磁
気
テ
ー
プ
化
も
し
た
三
百
二
十
四
万
件
」
の
紙
台
帳
は
、
千
三
百
六
十
五
万
件

同
様
の
紙
台
帳
と
し
て
の
保
存
が
必
要
だ
と
し
て
、
民
間
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
る
と
、
保
管
総
数

は
、
千
六
百
八
十
九
万
件
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
か
。
三
百
二
十
四
万
件
の
紙
台
帳
が
民
間
倉
庫
に
な
い
と
す
る
と
、
ど
こ

に
あ
る
の
か
。

十
四

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
総
件
数
は
千
四
百
三
十
万
件
で
、
千
七
百
五
十
四
万
件
は
誤
り
で
は
な
い
の
か
。
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
紙
台
帳
を
廃
棄
し
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
、
当
時
の
廃
棄
台
帳
件
数
は
い
く
つ
だ
っ
た
の
か
。

六



十
五

「
旧
台
帳
の
保
有
状
況
」
に
よ
る
と
、
「
一
般
喪
失
台
帳
（
使
用
度
の
低
い
台
帳
）
」
の
中
で
、
昭
和
三
十
四
年
四
月

以
降
に
再
取
得
し
た
旧
台
帳
四
十
八
万
件
と
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
の
期
間
の
件
数
な
の
か
。
ま
た
、
生
年
月
日
及
び
種
別
が

資
格
マ
ス
タ
ー
と
一
致
す
る
旧
台
帳
が
十
一
万
三
千
件
と
あ
る
の
で
、
一
致
し
な
か
っ
た
旧
台
帳
は
三
十
六
万
七
千
件
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
四
分
の
三
が
不
一
致
な
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
こ
の
三
十
六
万
七
千
件
と
は
事
故
台
帳
な
の
か
。
ど
こ
に

保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
。

十
六

昨
年
十
二
月
十
二
日
の
厚
生
労
働
委
員
会
で
、
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
は
「
八
億
五
千
万
枚
の
紙
台
帳
」
の
存
在
を
認
め

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
八
億
五
千
万
枚
の
中
に
旧
台
帳
の
紙
台
帳
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
含
ま
れ
て
い
な
い
の
な

ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

七


